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研究主題    小学校における特別支援教育推進のためのコーディネーターの役割 

－児童理解から始める支援、そのための教師の意識改革と校内支援体制作り－ 

 
要約：特別支援教育に関する研修が進み、現場の教師にとって「発達障害」に対する認識は高まってきてはいるが、

児童の行動変容を求める指導が多く、児童一人ひとりのニーズに応じた丁寧な指導が行われるようになったと

は言い難い。そこで、特別支援教育がより推進されるために、校内支援体制の在り方、コーディネーターの役

割について研究を行った。教師への意識調査を通して特別支援教育に携わる教師が、どのような面で困難を抱

えているのかを知り、そこから見えてきた課題に対応するために校内支援体制の再構築を行った。また、適切

な児童理解のあり方の研修会や新体制での支援の実践を通して、今までの知識や経験を生かした指導を行うこ

とで支援につながるという教師の意識の変化も生まれたことを読み取ることもできた。よりよい児童理解・よ

りよい支援へと教師同士が連携し合う様子も見られてきた。以上の結果をふまえて、校内支援体制のよりよい

在り方、特別支援教育コーディネーターがその役割を担う際に大切にしておかなければならないこと、を挙げ

ることができた。 
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Ⅰ はじめに 
 ２００７年度から特別支援教育が正式に実施され
ているが、文部科学省は２００１年から、「特別支援
教育」の呼称を使用しており、現場の教師にとって
は新しいことを業務として行うこととなることへの
構えがあった。「特別支援教育」の名称が取り入れら
れたために、教師は「特別支援教育」は新たな教育
の手段であり、新たなスキルを多く身につけること
が必要だと誤解してしまったように感じる。そして、
それまで行っていた指導上の工夫を発達障害の診断
を受けた児童生徒に対して適用することに躊躇して
しまう状態があった。 

児童の学びを「自分に必要な知識や技能を身につ
け、人格の形成を目指す」と、とらえ直せば、それ
に困難を示す児童に対しては、教師はその児童のニ
ーズに則した指導法を考えることができる。これこ
そが特別支援教育の理念であると考える。しかし、
多くの教師が児童の行動変容を目的とした指導に偏
り、児童の内面を理解し、ニーズに則した指導を行
えていないのが現状である。 

そこで、本研究では、まず、児童理解をもとにし
た支援を行うための、教師の特別支援教育に対する
意識改革について考えたい。そのうえで、特別支援
教育に携わるにあたり、教師が身につけておくべき
事とは何か、について明らかにしていきたい。 

次に、学校全体を１つの教育組織と考え、教師が
特別支援教育に対して不安を感ずることがなく、教
師が児童について話し合ったり、児童観を共有して
支援を行ったりするための体制作りや環境作りなど、
コーディネーターが担う役割について実践を通して
考えたい。 

Ⅱ 研究の方法 
１ １年目の研究では、特別支援教育に携わってい

る教師に聴き取りを行い、教師の意識について
調査した。 

２ ２年目は、１の調査に基づきコーディネーター
として校内支援体制を見直し、特別支援教育の

運営に取り組んだ。また、全教師を対象にした
研修を実施しつつ、全教師の意識変容について
調査を行った。 

３ 上記結果をもとに、小学校におけるよりよい校
内支援体制の在り方とコーディネーターの役割
について考察した。 

Ⅲ 聴き取り調査から 
１ 特別支援教育に携わる教師へのインタビュー 
 特別支援学級で、知的障害と肢体不自由が重複す
る児童（C1を含む２名の女児）を初めて担任する A

教諭からは、大きな不安感・自己喪失感を感じさせ
る言葉が語られた。特別支援学級を初めて担任して、
何をしてよいかわからない、自分は全く役に立たな
い人間であるという思いが先に立ち、指導へと向か
う気持ちすらおこらなかった様子が見てとれた。同
じように重度重複児への指導で何をしてよいか分か
らずに戸惑った経験を持つ筆者と、最初は自分の子
どもを受け入れられなかった C1 の保護者の話を聞
くことで、A 教諭は「自分だけが異質な思いを持っ
ているわけではない」という安心感を持つことがで
きた。そして、当初はやってみようともしなかった
自分の経験を生かした指導により、児童とのかかわ
りに取り組み始めた。児童の行動を観察し、働きか
けに対しての反応を「快・不快」の表現としてとら
え始め、「快・不快」の反応の手がかりをもとに「快」
の行動をひきだす働きかけを行っていった。結果と
して自分のできることを指導に生かすことで、児童
の反応を引き出し、児童が表現していこうと思える
環境が形成されるという、児童の精神発達を促すた
めの取り組みが行われていくこととなった。 

 初めて１年生のクラスを担任することになった B

教諭は、授業中に不適切な行動をとる児童（C2）を
クラスの規律を乱す存在と感じ、指導の目的がその
行動を低減させることに終始していまい、その結果、
児童の行動をすぐに変化させる方法があるのではな
いかと探し始めることにつながってしまった。しか
し、C2の行動を観察し、その行動の意図を推察する



ようにという筆者からの進言を受け、行動記録をと
り、その行動から児童の意図を読み取ることをすす
めていくと、C2の行動の意味を理解していった。ま
た、今まで不適切な行動をとった時以外に C2にかか
わることが少なかった自分の行動を見出し、休み時
間等に楽しくかかわっていく等 B 教諭の C2 への対
応が変化していった。B 教諭は観点を切り替えるこ
とで児童の思いを適切にとらえていくことで、児童
とのかかわりも変化していき、信頼関係を作り上げ
ることができた。 

 C 教諭は、要支援児童（C3）の授業中に課題に取
り組まず自分の好きな本を読んだり、教室の外に出
ていこうとしたりする行動を容認することで、C3か
らの言葉での要求を引き出し、対話のできる関係作
りから始めていこうと考えていた。年度当初は学級
作りの活動が多く、比較的取り組みやすい内容の学
習であったこともあり、C教諭の指示も C3は受け入
れやすく、課題に取り組む場面が多く見られた。そ
のため、C教諭は C3との間にある程度の信頼関係が
作られたと判断し、学年相応の学習内容の定着も視
野に入れた課題を取り入れていった。その結果、C3

は不適切な行動をとるようになる。また、その様子
を見ていた支援員同士の会話から「（不適切な言動を
繰り返していた）１年生の時に戻ったみたい。」とい
う言葉が聞かれ、C 教諭はつらい思いをする。もち
ろん支援員に C 教諭を責めるつもりはなく、支援員
の交代の際の C3 の状況の情報交換であったのだろ
うが、C教諭は自分の指導が悪いから C3が不適切な
行動をとることが多くなったと責められているよう
に受け取ってしまった。 

 勤務時間の関係で支援員との懇談の時間がとれず、
C3についてのとらえが共有できないまま、不適切な
行動への対処の意図や方法について共通理解もでき
ないまま授業に臨み、C3への対応がうまくかみ合わ
ない状態が続いて行くことになった。 

この悪循環から C 教諭は自分の指導に自信をなく
していった。 

２ 事例から見えてきたこと 
 特別支援教育の観点に立ち、指導を行うにあたり、
「何をしてよいか分からない」「どのように児童に接
していけばいいのか分からない」という不安を感じ
ていることがうかがえた。A教諭の場合は、「自分は
全く役に立たない人間である」という強烈な自己否
定が見られた。また、A 教諭・B 教諭の事例からは
「今まで行ってきた指導の経験は役に立たない」と
の思いが見られ、特別支援教育には児童の行動の変
容を導き出す指導法を身につけることが必要だと思
いこんでしまった様子がうかがえる。しかし、２人
の教諭は、児童理解をすすめていく中で、児童が何
を求めているのかを把握していった。また、児童の
ニーズに則した指導を行う際には、何か新しい方法
を身につけるのではなく、自分の今までの知識や経
験も十分に生かせることに気づいていき、指導を変
化させていったのである。 

 C 教諭の事例からは、児童の行動を変容させるた
めの取り組みを行おうとする焦りが感じ取れた。こ
の思いからは２つの側面が読み取れる。１つは「児
童に学年相応の学力を身につけさせることが教師の

役割であるという使命感」、もう１つは「教師である
自分への評価」である。この２つの思いから児童の
ニーズをとらえきれず、行動変容のみを見出そうと
する焦りにつながったようである。 

これらの事例から特別支援教育推進のために 

・児童の既有知識や価値判断などの内面をさぐり、
現在の状況とからませて児童のニーズを把握する
ための児童理解から支援を始めようとする教師の
意識改革 

・児童にかかわるすべての教師が、お互いにその知
識や経験を尊重し合いながら意見交換し合える教
師集団作り 

・必要な時に話し合える機会や場 

が必要であると考えられた。 

Ⅳ 校内支援体制の見直し 
 １年目の研究で見えてきた特別支援教育推進にと
って必要なことを考慮に入れ、勤務校の特別支援教
育が円滑に進むように、まず支援体制の見直しを図
った。すべての教師が「生徒指導」・「教育相談」・「特
別支援教育」を行うこと、また、困難を抱えている
児童への対処はその児童についてよく知ることから
始まるということ、という観点から、すべてを一本
化した。下図は前年度との組織図の比較である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その上で、運営方法の見直しも行った。 

２４年度の体制では、担任がすべてを一人で抱え
込まずに、学校全体で支援していこうとの配慮の意
味があって「校内委員会が支援策を決定する」とし
ていたが、校内委員会が支援を決定するのではなく、
全体でのサポート体制を大切にしつつ、学年会で支
援策の決定を行っていくことを前面に出した。主に
児童にかかわることの多い学年会が支援の主体とな
ることで、実態からかけ離れることなく児童につい
て語ることができる。また、学年会は週１回設定さ
れており、定期的に話し合いの場を持つことができ
る。そして、教師経験の多少や年代の違いから様々
な角度で児童を見ることができる。 

この運営方法を職員会議で提案し、平成２５年度
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の特別支援教育体制がスタートした。 

Ⅴ 教師の意識の変化 
１ 研修会とアンケート調査の実施 
 児童の内面を理解したうえでの支援をすすめるた
めに、夏季休業中に研修会を開催した。研修会の内
容の概要は、発達障害について知ること、そのうえ
で、発達障害のある児童は、その障害特性を持ちつ
つも、生活履歴や既有知識の違いから行動は同じで
はないこと、したがって支援方法は同じではないこ
と、児童にかかわる教師がそれぞれの児童の観察結
果を持ち寄ることで、場面や相手による児童の行動
の違いが明らかになり、その違いから行動の意図を
推測ことでさらに児童理解が深まること、である。 

 研修会を開催と並行して、アンケート調査を行っ
た。アンケートは計３回行った。回答から教師の変
容を調べ考察した。 

２ アンケート調査からの考察 
① 発達障害についての基本的な知識やイメージ 
発達障害について障害名や診断名を挙げた回答が

多かった（６１％）。各種研修会が行われ、教師にと
って発達障害への理解が進んだといえるが、障害
名・診断名にとらわれて児童の実態を考慮に入れず
に指導を行ってしまう可能性は否定できない。 

研修会で発達障害の児童はそれぞれの特性を持ち
ながら、生活履歴や周囲の環境による独自性もあり、
障害名・診断名だけで支援方法が決まるわけではな
いとの内容を取り扱った結果、障害名・診断名を参
考にしつつも、児童をより理解していくことの大切
さを感じ取り、意識が変化したことがうかがえる回
答（２１％）があった。 
② 特別支援教育についての知識やイメージ 
 従前の特殊教育との混同（２１％）があった。児
童の様子に合わせて支援をしていくという認識の回
答（３２％）も多かったが、特定の児童だけに全体
とは違う指導を行うことに対して「難しい」とする
回答（１１％）もあった。 

研修会で、児童の既有知識が違えば学び方やニー
ズも違ってくるので、一斉指導での学びが困難な児
童に対してはその児童にあった指導が必要であると
の内容を取り扱った結果、障害という枠にとらわれ
ず、どの児童に対してもその児童のニーズに則した
指導が大切であるとの認識に変容した回答（３２％）
があった。 

③ どのような支援が「特別支援」か 
 発達障害や身体障害の診断が下されたことをもっ
て支援の対象とするという回答（３９％）が目立っ
た。また、自分は特別支援を行ったことがないとい
う回答（１４％）もあった。半数を超える教師が、
特別支援とは身体障害を補う道具を使ったり、担任
以外の人員が配置されたりすること、という認識を
持っていたことが分かった。 

研修会で、一斉指導での学びが困難な児童に対し
てはその児童にあった指導が必要であるとの内容を
とり扱った結果、日頃、児童に合わせて行っている
配慮を大切な支援だと認識する変容を見せた回答
（３２％）があった。 

④ 他者にどのような協力を望んでいるのか 

 同学年を担当する教師に対して支援の共通理解が

挙げられている回答（２９％）が目立った。突発的
な事態で教室の安全を確保するなど、授業での補助
を求める回答（２９％）もあった。具体的なアドバ
イスをもらうことを目的のほかに、悩みに共感して
もらいストレスを軽減させるという回答（４６％）
もあった。 

 「管理職の先生方に迷った時に判断してもらった
り、決めて欲しい。」のように管理職に協力を求める
回答（２９％）があった。児童への働きかけという
よりも困った時、迷った時の最終決定を望んでいる
ようである。 

 養護教諭（１４％）、特別支援学級担任（７％）、
外部からは専門相談員（４％）も挙げられた。養護
教諭には児童の話し相手として、特別支援学級担任
や専門相談員には特別支援教育の経験を生かした指
導への助言が期待されている。 

 先輩教師や同年代の教師に相談に乗ってもらいた
いとの回答もあった。特に若い世代に多く、先輩教
師にはその知識や経験に基づくアドバイスを、同年
代の教師には悩みの共有による安心感を求めている
ようである。 

⑤ コーディネーターのとらえと求めていること 
 コーディネーターに対して期待することについて
「他の専門機関との連携をしていただくこと」とい
う専門機関とのつなぎ役（３２％）、「保護者にとっ
て第三者的な見方や考え方で接する立場の校内職員」
という保護者対応（３２％）、「自分にない専門的知
識からのアプローチ」という専門的見地からのアド
バイス（４６％）の３つの回答が目立った。 

 専門的見地からのアドバイスとあるが、具体的に
何を求めているのかを問いかけると「児童の行動を
変化させるための方策」と「発達検査の技能」の２
通りの答えがあった。 

 研修会で、児童の内発からの意思による行動が大
切であること、また、発達検査の結果は児童の実態
の補足であるという内容を取り扱ったところ、研修
会後の回答では、コーディネーターに専門的な技術
というより、かかわった多くの事例からの知識や経
験を生かして児童理解の幅を広げられることを期待
している回答（９％）が見られた。 

⑥ 特別支援教育に対する困難さ 
 児童の実態に応じた適切な課題の設定や、どのよ
うな支援策を講じていいのか分からない、難しいと
する回答（３６％）は目立った。回答の中に「譲る」
や「許す」の言葉が見られ、個別のかかわりを甘え
ととらえる意識が読み取れた。１人の児童へのかか
わりが多くなると他の児童へ目が届きにくくなるの
ではないか、という回答（１８％）とともに、支援
を行っていくときに、周囲の児童への指導の影響を
考えてしまう問題は残っている。 

⑦ 特別支援に関して教師が身につけるべきこと 
 ２学期半ばの調査では、児童理解を挙げる回答（５
５％）が多くなった。また、発達障害の特性を知っ
た上で個々の児童の独自性に対応していくという回
答（２７％）もあった。２回の研修や新体制での実
践を経て、まず、児童を理解することが大切である
ということは教師の間に共通の意識として定着した
ようである。 



Ⅵ 総合的考察 
１ 特別支援教育に対する教師の意識について 
 実践を通して、教師は児童理解から始めることを
念頭に置けば、特別支援教育は今までの教師の役割
と比べて異質なものではなく、既有の知識や経験で
も十分に対応できるという意識が持てることが分か
った。特別支援教育とは、発達障害という観点が加
わるだけで、特別な方法で指導を行うのではなく、
今までの指導の方法を生かした教育が行っていける
のである。 

２ 教師の児童理解について 

これまでは行動面の表出の増減で児童を評価して
きたのではないであろうか。特に、教師にとって都
合のよい行動、集団での和を乱さない行動の増加を
目的として、対応策が語られる傾向にあり、児童の
思いは見過ごされる傾向にあった。要支援の児童に
対し、ニーズをもとにした支援を行うためには、そ
の児童のあらゆる事象に対しての価値を知ることか
ら始めなければならない。児童の行動だけでなく、
その生活履歴、既有知識という背景も含めて見てい
くことが大切となる。児童の不適切とされる行動は、
その児童を理解するための大きな手掛かりとなるの
である。実践を通して、児童の行動を評価し、行動
の変容を目的とした方策を求めるのではなく、児童
理解をもとにした支援を行おうという意識が増えつ
つあることが見えてきた。 

３ 教師間の連携について 
今、教育界では、教師の定年による大量退職の影

響で、若い世代の教師への指導技術や知識の伝達が
叫ばれている。そのような環境の中、要支援の児童
に対しても、年配の教師の知識や経験に基づく問題
行動への対処法の成功例が一方的に伝えられてきた
感がある。しかし、前述の通り、児童の支援は児童
理解から始めるべきである。そして、一人の教師だ
けが見るよりも複数の目でいろいろな場面から見た
情報があれば、幅も広がり、より深い理解ができる
のである。教師の年代の違いによる価値観の違いも、
児童理解の幅を広げるための材料となり得る。その
ためには、先輩教師からの一方的な伝えではなく、
あらゆる年代の教師の、いろいろな知識や経験に基
づく見立てによる話し合いが必要である。 

 不安を抱える担任に対して、共感しながら話し合
うことのできる、また、お互いの価値基準を尊重し
ながら児童を見守ることができる教師間の連携によ
り、支援がよりよいものへとなっていくのである。 

４ 校内支援体制とコーディネーターの役割 
① 生徒指導、教育相談、特別支援教育の一本化 
 すべての教師が「生徒指導」・「教育相談」・「特別
支援教育」を行うこと、また、困難を抱えている児
童への対処はその児童についてよく知ることから始
まるということ、という観点から、この３つは一本
化すべきである。児童にとっての困難の原因は１つ
とは限らず、多岐にわたる場合もよく見られる。児
童を中心とした支援を考えるならば、支援の入り口
は１つであるべきである。 

 また、単に校内体制を再構築するだけではなく、
児童理解を支援の出発点とするという教師の共通理
解推進と並行していくことは大切である。 

② 担任を中心とした定期的な会の設定 
 定期的にと表記すると語弊があるかもしれないが、
いつでも話し合える環境作りを意図している。共感
しながら話したり、聞いたりできる環境があれば、
担任も一人でかかえこむことなく安心して取り組む
ことができる。また、複数の目で見れば、より深い
児童理解につながり、いろいろな教師からの知識と
経験に基づく支援策へと結び付けることができる。 

③ 定期、臨時の校内委員会の開催 
臨時の校内委員会は、申し出により、いつでも開

催できるようにしておくと、担任の安心につながる。
迅速な対応や担任の不安解消のためにも必要なもの
である。 

定期的な開催は支援の見直しに必要である。児童
はその成長により、時を経て変容を見せる。児童に
あった支援が見つかり、行えたとしても、それがず
っと適用されていては、児童の成長にはつながらな
い。不適応な行動が見られないようにすることが支
援の目的ではなく、児童の成長に合わせ、その時そ
の時に必要な課題が与えられてこそ、成長へとつな
がるのである。定期の校内委員会で検証する機会を
持つことが大切である。 

④ 学校全体での共通理解の場の設定 
 すべての教師が児童のニーズを知り、それぞれの
接し方で対応できるように「支援の形の共有」では
なく「支援の意図の共有」が行える共通理解の場の
設定が大切である。児童の理解が共通しており、支
援策の意図が共有されていれば、形は違っても、児
童のニーズにあった対応ができるはずである。 

５ 特別支援教育における「専門性」 
 いろいろな指導法に精通することと、発達検査を
行う技能を持つことの２つは身につけておけばいい
ことであるかもしれないが、必須のものではない。 

特別支援教育に携わるにあたり、教師にとって必
要なことは、児童一人ひとりを詳しく理解しニーズ
を正しくとらえること、そのために、周囲の教師と
の一方的な伝達ではなく、お互いを尊重し合った意
見交換ができる教師集団を作ること、指導において
必要だと思われる知識・技能の習得や伝達、そして、
児童の変容を観察し指導を改善していく力量である。
これは、特別支援教育にだけ必要なことなのでなく、
教育に携わるすべての教師が持つべき力、「教師の専
門性」と同義であろう。 

Ⅶ 課題 
今回、インタビューやアンケート調査を通して筆

者の勤務校の教師全体の大まかな意識とその変容に
ついては知ることができた。しかし、年代や役割に
おける意識の差や個人の変容のきっかけについて、
印象としては知ることができたが、詳しく把握する
ことはできなかった。それぞれの教師が、どのよう
な経験や知識から特別支援教育に向き合っているの
かを知ることができれば、よりよい支援体制の在り
方や必要な研修会の内容について深く言及していけ
るであろう。 
 また、関係機関との連携について、や支援員の役
割についても述べるまでには至らなかった。 
 これらのことについても、これからの実践を通し
て明らかにしていきたい。 


